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河川法第５５条（河川保全区域）の許可申請 

 河川保全区域において、制限される行為を行う場合は、河川法第５５条の許可申請が必要です。 

河川保全区域内で制限される行為  

● 工作物の新築・改築（宅地造成に伴い土留・擁壁等の構造物のみを設置する場合を含む） 

● 土地の掘削・盛土・切土（その他土地の形状を変更する行為 [耕うんを除く]） 

河川に隣接した土地を自由に掘削や切土をしたり、重量の大きい工作物を築造したりすると、河川管理

施設（河川・堤防・護岸）の損壊やぜい弱化をもたらして、洪水などの災害を招く恐れがあります。 

災害を未然に防止するため、河川に隣接する一定の区域を河川保全区域に指定し、河川管理上の支障の

ある行為を制限しています。 
 

許可申請が必要な行為  

● 河川境界から５ｍ以内の場合（河川保全区域内） …………… 上記の全ての行為で必要 

● 河川境界から５ｍよりも離れた場合（河川保全区域内） …… 次の行為が伴う場合は必要 
・コンクリート造等の堅固な工作物、水槽等の水が浸透する恐れのある工作物の新築・改築 

・地表から深さ１ｍ以上の土地の掘削・切土（地表以下に基礎[杭基礎]等の構造物設置を含む） 

・地表から高さ３ｍ以上の盛土（堤防に沿って行う盛土は２０ｍ以上のもの） 
 

河川保全区域（さいたま県土整備事務所管内 [さいたま市・川口市・蕨市・戸田市]） 

水系 河川名 区  間 （管内の上流端から下流端までの場合は[全域]と表記） 保全区域 

利根川 綾瀬川 全 域（さいたま市見沼区・岩槻区・緑区、川口市） 河川境界から３０ｍ 

利根川 伝右川 全 域（さいたま市緑区、川口市） 河岸から ２０ｍ 

利根川 元荒川 全 域（さいたま市岩槻区） 河川境界から２０ｍ 

利根川 深作川 さいたま市見沼区深作 4 丁目【右岸】 河川境界から１０ｍ 

荒 川 芝 川 さいたま市（北区・大宮区・見沼区・浦和区・緑区）【八丁橋上流】 河川境界から３０ｍ 

荒 川 芝 川 
川口市の一部（八丁橋［木曽呂］下流から青木水門［上青木２丁目・ 

新芝川分岐］）上流までの間） 
河岸から ３０ｍ 

荒 川 芝 川 川口市の一部（青木水門下流から領家水門[領家 5丁目]上流までの間） 河岸から １０ｍ 

荒 川 芝 川 川口市の一部（領家水門下流から荒川合流点までの間） 河川境界から３０ｍ 

荒 川 新芝川 全 域（川口市） 河川境界から３０ｍ 

荒 川 竪 川 全 域（川口市） 河岸から ２０ｍ 

荒 川 藤右衛門川 全 域（さいたま市南区、川口市） 河岸から ２０ｍ 

荒 川 菖蒲川 全 域（川口市、戸田市） 河川境界から２０ｍ 

荒 川 緑 川 全 域（川口市、蕨市、戸田市） 河岸から ２０ｍ 

荒 川 笹目川 全 域（さいたま市南区、戸田市） 河岸から ２０ｍ 

荒 川 鴨 川 全 域（さいたま市北区・西区・大宮区・桜区） 河川境界から２０ｍ 
 
 ※  鴻沼川、藤右衛門川放水路、びん沼川、毛長川、辰井川、古隅田川  は河川保全区域がありません 
 

制限の内容（工作物の新築の場合） 

 堤防の有無により異なります。 
 ※ 杭基礎については、連続地中構造（例：矢板など）でない場合は、制限はありません 

 
● 有堤部（河川に堤防がある場合）………  原則として、河川境界（堤防裏法尻・堤脚）から制限 

・河川境界から 10ｍ以内の場合は、50％勾配(２割勾配)の線より離して設置すること 

・河川境界から 10ｍを超えて 20ｍ以内の場合は、10ｍより深くならないように設置すること 
 
● 無堤部（河川に堤防がない場合）………  原則として、河岸（水面が接する部分）から制限 

・原則として、河岸から 3.25ｍ以上離して設置すること 

・できるだけ、河岸から 3.25ｍ以上離れた位置から 50％の勾配(２割勾配)の線より離して設置すること 
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工作物（建物）を新築する場合の具体的な制限例  
 
● 有堤部（河川に堤防がある場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 無堤部（河川に堤防がない場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可申請書の記入例及び添付書類  

 許可申請書【記入例】を参考に記入してください。 ※記入例は工作物を新築する場合を例示 

【添付書類】※建築確認や開発行為許可等で書類作成の場合は活用可【垂直・水平距離や区域範囲は追記】 
・位置図・案内図（住宅地図等可） 

・工作物の地下構造物(基礎等)のわかる横断図（断面図
※
） 

・工作物の土地の配置図（平面図
※
） 

・工作物(建物)の設計図（平面図[全階]・立面図） 

  [地下構造物(基礎)の構造・配置状況(杭伏図等)を含む] 

・現況のカラー写真（河川境界付近がわかるもの） 
 

許可申請書の提出部数  

 申請書・添付書類は、２部提出してください。 
※次の河川は、工事担当部署への協議が必要なため、３部提出してください。 

水系 河川名 区 間 （管内の上流端から下流端までの場合は[全域]と表記） 協議先 

利根川 綾瀬川 全 域（さいたま市見沼区・岩槻区・緑区、川口市） 総合治水事務所 

利根川 伝右川 龍圦水門の下流（川口市安行藤八・安行出羽・安行吉蔵） 越谷県土整備事務所 

利根川 元荒川 全 域（さいたま市岩槻区） 総合治水事務所 

荒 川 芝 川 
青木橋（川口市末広 1丁目・青木 1丁目）から 

門樋橋（川口市元郷 2丁目・本町 1丁目）までの間 
川口市河川課 

荒 川 鴨 川 中橋の上流（さいたま市北区別所町・奈良町） 北本県土整備事務所 
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※断面図は①②、平面図は② を明記 
 【①②とも河岸から工作物全体まで】 

① 50%勾配(2割勾配)の線、 

  工作物の垂直距離(基礎部分等) 

② 河川境界・河川保全区域の範囲、 

  河川境界と工作物の最短水平距離 

許可申請書添付書類横断図(断面図)に

①②を明記（河岸から工作物全体まで) 

①50%勾配(2割勾配)線と 

工作物(基礎部分等)の垂直距離 

②河川境界・河川保全区域範囲と 

河川境界と工作物の最短水平距離 

河川保全区域 
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